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Supercargo (主呆貨物上乗人〉

について

(389) 

佐波宣平

I 固 唱 の 意 味

海上商業の原初形態として知られているものに，船舶の所有者が自分でその

船舶を操縦しその船舶に自分で仕入れた貨物を塔載・運送し，海をこえて，他

の地でこれを販売するという古代一般の仕方がある。つまり，現在それぞれの

別個の存在として区別される船主，船長，商人の三者が同一人によって行なわ

れるわけである。しかし，時代がすすむにつれて，こうした原初形態は次第に

変容をたどり，

(i) 船主兼商人と船長

(ii) 船主兼船長と商人

の分離を見，産業革命以後には，さらに，これら三者がそれぞれ独立を見るこ

とになるが， ここに主題とするところの supercargo (上乗，貨物上乗人)は，

商人が上記の形態(ii)にあって独立しながら，諸種の事由から，なお，現今

の貿易業のような確立たる地歩をきずき得なかった過渡的段階における商人形

態の一種である。したがって，現今には，これを見ることができないが，古代，

中世，近世の海上貿易史には甚だ馴染ぶかし、一つの存在なのである。

商人が独立して船主兼船長から分離したとすれば，船主兼船長は，もはや，

商人的要素を失なって単に運賃の収得を業とする運送人となる。すなわち，船

主兼船長は商人の指示にしたがって貨物壱積込み，これを運送し，所定の仕向

地に陸揚げするのが彼の仕事の全部であって，商品たる貨物の仕入れ，販売に

は一切関与しない。かくて，船積地における往航貨物の仕入れ，仕向地におけ
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る往航貨物の販売，復航貨物の仕入れは，すべて，商人が一手に引きうけて行

なうことになるのであるが， しかし，通信・交通機関も海外貿易機構(支庖

出張所・代理庖)も十分に発達していなかった往時には，船主・船長から分離し

たとは言え，商人は，なお，仕向地における貨物の販売・仕入れのために，自

身で，貨物とともに，船に乗りこんで出かけて行かなくてはならなかった。前

人みずから出かけて行けない場合には代理人を派遣したロすなわち，貨物と共

に船に乗りこみ船内における貨物の管理にあたり仕向地において貨物の販売・

仕入れにあたる商人またはその代理人というものが必要とされたのであって，

こうした場合の商人または代理人が supercargo(上乗，貨物上乗人)である G

だが isupercargoJ. i上乗j，i貨物上乗人」またはこれに類似する呼称が

出てきたのは時代がかなり下がってからのこ土であって，干片代または中世の海

上貿易では，このような特別の呼称は見られないの時として「乗客ji乗衆j，

時として「商人」と呼ばれた。 いつの場合でもそうであるが， 或る組織・関

係・存在に対して固有の呼称が与えられるのは，それが哉然たる明確な形をと

るまでに発展してからのことであって，原初的発生からすれば可成り多〈の年

月を経過してのちのことである。

By this time， the shipowner， who was usually his own skipper， 8eems 

generally to have been a separate person from the merchant who 

chartered the ship. Both were generally dependent upon the monied 

roan with capital to invest. The shipowner borrowed， on the security 

of ship and freight， money for the expenses of the voyage. l'he 

merchant borrowed the money for freight advances and the purchase 

of cargo. .. Neither ship， nor shipowner， nor passen'ger，" says Demos 

thenes，“ can pu t to sea 、.vithoutthe assistance of the lenders." 

(“ Pass，enger" probably means the merchant travel1ing with his go-

ods.) Fayle， C. F.: A Sho吋 H目白叩 01the Wortd'sぷhipp州 g I~旬 dustη，

London， 1933， p. 46 
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，[古代ギリ V ャでの〕この時代までは，船舶所有者は普通に船長をも

兼ねて白分の持船に乗っていたが，しかし，船壱傭船する商人とは別個の

存在であったと思われるロだが，船舶所有者にしても商人にしても，資金

繰りについては，概し1.，資本投下に任ずる財産家に依存していた。すな

わち，船舶所有者は船舶ならびに運賃を抵当として航海費用を借り受け，

商人は前払運賃ならびに仕入貨物を抵当として資金を借り受けたo ~船も

船舶所有者も乗客も貸手の援助なくしては航海に出ることはできない。』

とは，デモステネスの言葉である。(ただし，ととで『乗客j(passenger) 

とは，おそらし自分の貨物土共に旅する商人を意味しよう。)J

まさに， C. E. Fayleの見るとおりである。 ここで「乗客J(passenger)は

「自分の貨物と共に旅する商人」であって，このうちには「商人」だけでなく

「商人の代理人」も含まれると思われる c いずれにするも，ここに言う「乗客」

は後代でいわゆる“ supercargo"にほかならない。

supercargoがギリシャのデモステネスの時代に「乗客」と呼ばれたとし、うの】

は，わが国の廻船式目でそれを「乗衆」と呼んだのに呼応している。

「湊にて乗衆船衆出船を進といふとも船頭不可進事」

その意は， ["港にあって乗客・水夫たちがしきりに出帆しようと言い張ると

しても，船長はこれに応諾して出帆さすべきでない。」

「乗衆水夫思案之処に，船頭進み出，船をして若其船機遺之時者，船頭

之見迦不可過之事」

その意は，乗客・水夫たちがこの天候で船を出帆させてよし、かどうか思案

しているときに，船長が敢えて出帆を断行しその船に万ーの事故を生ぜしめた

というような場合には，船長の怪我(見迦=過失)として，これより大きいもの

はない。j

ここで「乗衆」は，廻船式目研究者の一致した意見によれば，単なる旅行を

目的とする乗船客というよりも，むしろ， ["荷主又は其の代理人，其の他荷主

関係者」りしたがって「貨物と共に船に乗りとんでいる商人」と解すべきであろ
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つ。

要するに，これらにがっては supercargoは， その本質は荷主または商人

でありながら，呼称は，そうした本質をとらえず，ただ乗船しているという固

から，一般の乗客とは何等区別できない“ passenger" i乗衆」という呼称を

与えられていたのである。

ところが，第1十字軍のころイタリーのアマノレフィで編集されたと伝えられ

る「アマノレアィ海法J(Amalphit酬 Code) について見るに， 当時は商人または

その代理人が貨物と共に乗船し海上を旅する慣行のあったことを，はっきり，

告げている。なお，そこでは"supercargo "または「貨物上乗人」に類する

用語は見られないとしても， i運賃支払いずみの貨物壱積みこんで乗船してい

る商人J i商人が身をもって乗船していない場合，その代理人|などの表現が

用いられている。たとえば，

48. Item se 10 predetto navilio fosse caricato di mercantie de mer. 

canti a nolo， come di sopra e detto， et fosse necessario jettare， il 

patrone del navilio deve consigliarsi con li mercanti. et. con suoi fat-

tori， 5e li mercanti non ci fossero personalmente， 0 COn qualunque 

altra persona， la quale fosse per parte del predetto mercante 

48. Likewise， if the aforesaid vessel is laden with goods of mer-

chants who have paid freight for them， and it be necessary to make 

a jetison， as has been said above， the master ought to take c佃 nsel

with the merchants， and with the factors， if the merchants should 

not be personally on board. and with every other person who repre-

sents any of the aforesaid merchants. Twiss， W. Black Boフk01 the 

Ad岬 iralty，Vol. IV) pp. 32-35 

「第 48条 もし上記の船舶が運賃を支払った商人たちの貨物を積込ん

でおり，1l..つ，上記のような事情から投荷をなす必要の生じた場合には，

1) 住田正一「畑船式目の附究』東洋堂，昭17，84ベ ジ。
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船長はこれら商人たち，もしこれら商人たちが身をもって乗船していない

ときはそれらの代理人および上記商人たちの誰でもよい，それを代表する

他の者のすべてと協議しなくてはならない。」

さらに，これを， 12世紀から14世紀へかけて地中海沿岸諸国の海事商慣習

を集成したコンソラートデノレマーレ (Consolatodel Mare)に見ると，非常に

おもしろいことには，貨物を塔載しない単なる旅客としての乗客と，そうでな

くして，貨物を積みιみ貨物と共に乗船しれ、る商人または荷主とが区別され

亡し、る。 コンソラートデノレマー νでは， 上記アすノレフ 4海法第4骨条に見ら

れるのと同じように，管理船主 (managingowner) は，海難に際し投荷をなす

にあたっては，事前に，貨物と共に乗船している商人に相談しなくてはなら田

としているが，この場合，乗船者のうちどの土うな条件壱ぞなえている者壱も

勺て「貨物と共に乗船している商人」とするか，はっきり，規定しておく必要

があった。次に掲げる引用文壱参照。これによって，われわれは，この「海の

慣習法」時代に supercargoの機能・役割が相当に大きかったことを知るもの

であるが，しかし，なお，“ supercargo>，という特別の呼称は生じてはいなか

った。興味ふかいことである。

Tot hom es appellat pelegri， qui do nolit de la sua persona e de 

roba qui no sia mercaderia， e tot hom qui -port de deu quintars en 

avaH， deu donar nolit de la sua persona， e no pot e8ser担 ercaderqui 

de vint besants en avall dona de nolit 

Every man is called a passenger. who pays freight for his ，own 

person， and for goods which are not merchandise. And every person 

who carries less than two quintals ought to pay freight for his own 

person， and he cannot be considerep to be a merchant who pays less 

freight than twenty uesants. Twiss， W.: BlaじkBookο)1 the Ad問 iralty.

Vol. III， pp. 172-75 

「自分の身体および商品でない〔手廻り〕品のために運賃を支払う者は
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誰でも乗客と呼ばれる。 2グィ yタノレに満たない量の荷物を持ち込む者は

自分の身体のために運賃を支払わなくてはならぬ。 20ベザントに満たない

運賃を支払う者は商人と見倣されない。」

多分にコ Y ソラートデノレマーレの影響のもとにフヲ Yスのオレロ γ島でリ

チヤード獅子心王によって制定されたと百われる有名な「オレロ γ海 法J(Oleron 

Code) においても，事情は上記と殆んどかわるところがない。貨物と共に乗船

している商人は，たど「商人Jと呼ばれるだけであって，特に μsupcrcar百0 "

とは呼ばれるに至Jていない。

S 8 Una nef se p乱rtde Bordeu a dc alhors， et avient， C<1S que 

turmentn. le prent en mer， et que ilz ne pevent eschapper sans giter 

fors de la choses de la gens. Ilz 18.s doivent moustrer aus marchans， 

et Ies marchans s!I nya respondront Iur volunte， et-creent bien la 

gitezon， pour aventure les rasons due mestre sont Ias plus c1eres; 

et silz ne le creent mie， le mestre ne doit pas lesser pource que il 

ne gicte tant cum verra que men soit， jurant se et ses companhons 

sus les sants evangeliz， quant il sera venu a sauvete a terra， que il 

ne le fasoit mas pour sauver la nef et las autras marchandisas 

S 8 A ship departs from Bordeaux or from elsewhere， and the case 

happens that a storm takes the ship at Sea， and that they cannot 

escape without casting over some of the goods on board. They ought 

to shew them to the merchants， and the merchants， if there are some 

who will state in answer their wil1， and agree well -to the casting 

over， the reasons of the master are the most clear. and if they dO 

not agree， the master ought not to refrain from casting over as much 

as he shall see that it is good，日刊誌riughimself剖 ldhis crew on the 

holy gospels， when he shall have come to safe句T C'r to land， that he 

did not do it cxcept to save the vessel and the other merchandises 



Supercargo (上乗貨物上乗人)につし、て (395) 7 

Twiss， T 刀ieBlack Book 01 the Admiralty， Vol. II， 1873， pp. 218-19 

「船がポノレドウその他の港を出てから海上で暴風におそわれ船内の貨物

の或るものを海中に投棄せざる壱得ない事態が生じた場合は，これについ

て，乗船の商人たちに説明しなければならない。それに対し，その投棄に

|司意壱示す商人のあるときには，船長の理由と1るところは極めて明白な

わけであるが， もし商人たらの同意が得られない場合，船長としては，ぞ

うすることの至当なことを商人に納得せしめ，貨物の海巾投棄を思いとま

るべきでない。ただし，無事に陸上へ到着の際にほ，こうした処置がひた

すら船舶ならびに貨物の救助を希つての「とであったと左を，福音書によ

って，自身ならびに乗組員に宣誓しなくてはならぬ。J

ととろが，オ V ロ γ 海法の影響壱きらにうけて制定されたポーノレティッグ海

の「ウィスピ海法J(The L側 ofWisb町)では「貨物上乗人または商人」の用

語が見出されるようである。注目すべきことである。

9 .20 If by stress of weather it is thought necessary to throw any 

goods overboard to lighten the ship， and the supercargoes or mer 

chants aboard will not conSent to it， the merchandize shall never 

theless be thrown overboard， if the rest of the people aboard think 

it saf田 tto 50. Tw闘 slackBookザ thedd?，nγalty， Vol. IV， 1876， p， 270 

「荒天に遭い船足を軽くするには積荷を海中に投棄することが必要と思

われるのに船内の貨物上乗人または商人がこれに同意しない場合であって

も，船内の他の者が，こぞって，安全のためには，この際，海中投棄のほ

かないと考えるならば，積荷を海中に投棄してさしっかえない。」

つまり，時代がこの頃になると，海上商業の発達につれて，商人またはその代

埋人が貨物とともに乗船して船内においては貨物の保管，揚地においてはこれ

が販売に当たれさらに，適宜，貨物の仕入れにも従事するとしづ制度が次第に

確立するにし、たるのであって，ことに始めて，とれまでのような抽象的表現「貨

物と共に釆船する商人またはその代理人Jという紛らわしい表現に代って，その
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ものずばりともいうべき直載的な呼称が出て〈る。“ supercargo"が即ちこれ

である。

"supercargo"の出自はスベイ Y語“sobercargo" である。ここで，“sober"

はスベイン語で「上に」であり，“ cargo はスベイ y語で「貨物」であって，

“supercargo "は，すなわち， I貨物上乗人」である Q このスベイ Y語"sup-

ercargo" が何時ごろから使用されはじめたか分明でないが，またたくうちに

ヨーロッバ水域各国の共通語となってしまった。

フラ γ ス subrecargue 

オラ γ ダ supercarga 

ド イ ツ Superkargo 

イギリス supracargo; superc日 go

いずれも，スベイン語“ subercargo>>の直訳である。つぎつぎに輸入した外国

製の制度文物に対してあれほど強引に自国語を造ってあてがった下イツ人でさ

え，この「貨物上乗人」に対しては，スベイ Y語のほとんどそのままを借用せ

ざるを得なかった。

なお，ここで 1719年に出た p.Defoeの Robi刑制 Crusoeに次の一文が見

出されるのはこの呼称の発生に関して大に参考じなるであろう。

the Question was， whether 1 would go their Supercargo in the Ship 

to manage the TraヨingPart upon the Coast of G叫 nea? Defoe， D 

Robinson C円J，soe，1719 

「話の要点は，つまり，私が貨物上乗人として乗船しギニ 7海岸での取引

をヲlきうけるかどうかとし、うことにあった。」

これは世上もっとも有名な Ro卸附側 C昨日oe正編からの引用であるが，己の

正編が異常な好評をもっ C迎えられたのに気をよくして，正編の出た同じ年に，

つづu、て Defoeは， 続編 TheFarther Adven畑町S ザ RobinsonCrusoeを

出しておれこれには，実にしばしば“ supercargo"が登場する o

ヨ ロγ パ水域で古代から巾世を経て近世にいたる聞に「乗客J(passenger) 



Supercargo (上乗貨物上乗人)につし、て (397) 9 

一→「商人J(merchant)ー→「貨物上乗人J(supercargo) なる用語上の発展が

あったのに応じて，日本水域でも，廻船式目時代の「乗衆」から徳川時代に入

って|上乗(うわのり )Jへ用語上の発展を見た。正徳年間 (1711-15年〉に制定

された「浦々添高札」は，この場合，看過さるべきでない。浦々添高札に目く，

「前々より浦々高札相建，公儀之船は不及中，諸国廻船共狼成儀無之様

に被仰付侯処，遭難風候節も，所之もの Eも船之助=ハ不相成，却て破船

侯様=いたし懸ヶ，荷物壱事]させ，或は上乗船頭と申合，不法之儀共有之

様=相聞之不届ニ候」 御触書寛保集成

ごとで「上乗Jは“ supercargo"の直訳かと考えられるほど両者の類似が甚

だしいが，その聞の関係は，いまの私には定かでない。ちなみに.IE徳以後に

おける廻船関係の文献には「上乗」の用語例は枚挙にいとまがない。省略した

し、。

E 拡張された意味

( i ) 東イ y ド会社の経営したイギロス本国/インド聞の貿易lこsupercargo

がどのように機能していたかは私の長年にわたる懸案であって，折にふれて関

係文献にあたってみるのだが，いまのところ，分明でない。私の思うに，東イ

y ド会社の本国〆インド間貿易はインドに本拠があってこれがイ Y ドでの貨物

の仕入れ，積付けの一切を担当し，他方，ィ γ ドから船積みされた貨物のイギ

リス本国における処理は，もちろん，イギ Pス本社でなされる，ゆえに，当時

としては遠距離海上貿易であったが，会社としては特に貨物と共に乗船せしめ

荷主に代って揚地における貨物の販売・仕入れに当たらしめる supercalgo と

いうものを必要としなかった。このような推論を立てているのであるが，この

聞の事情は，遺憾ながら，私の怠慢による調査不十分のために，何とも言明で

きない。いずれにせよ，この貿易航路において supercaTgoが著しい活躍をみ

せなかったことは，ほぽ間違いなさそうである G

ところが，同じイギリスの東イジド会社が事業拡大のために経営したV ナ貿
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易 (Chinatrade; Country trade)では，殊に当初には，インドに常置されてい

たような Hea.dquarterを欠いていたため，出先きでの貨物の管理・処理にあ

たるものとして supercargoが必要とされた。しかし，その後における会社の

三ンナ貿易が発展するにつれて， この supercargoは大きな変質をみせるように

jよる。

rsupercargoというのは，第 18世紀では，商船に乗込み積荷の管理・

貿易の商取引に当たるの壱任務とする用員を指しての呼称であヮた。とこ

ろが，この言葉は，その後において，かなりノレースに，外国で商人的活動

壱する代理人に対しても，その意味が拡張されて用いられるようになった Q

1770年以後 Cornpany'sSupeTCargoes (東イ y ド会社の貨物上乗人)は，

もはや，彼等が乗りこんで出かけた船で帰任しなくてもよいとされ，彼等

は幾年もひきつづき Vナに滞在し一つの団体壱こしらえても差しっかえな

いとされた。こうした supercargoは約 12名をかぞえたが，そのうち 3

名乃至4名の聞で Presidentand Select Committee--皮肉な意味をこ

めて，当時の個人貿易商人から“ theSelect"と呼ばれたーーが組織され

た。そして，この Committeeは，ロ Yドンの本社の取締役会の指令にし

たがって.yナにおける東インド会社の業務を統率して行なう団体として

活動した。」り

注意すべきことには，この Cornpany'sSupercargoは， 時の経過につれて，

東イゾド会社の代理人として仕事をするという本務のほかに自分の計算におい

て自分の貿易商業をもいとなむ私的商人にまで発展するのである。東イソド会

社では， もともと，船長・船員その他の者に対する報酬の一種として，“P口『

viled邑etonnage"なるものを許与していた。 つまり，会社貿易船の胎内の一

定月ベ スを私的に自由に使用せしめるという制度であョて，このスベ コヘを

利用して白分の計算で買入れた貨物を積み込み運送することによって，船長・

骨骨員たちは，自分たちの俸給をはるかに上回る収入をあげるととが出来た。し

たがって， 彼等は船長・船員であって半ば商人でもあった。東イ γ ド会社に
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は，すでに，このようにして，社員・雇人たちに私的商業活動を部分的にみと

める慣行がかなり以前からあったが，おそらくこれに準じてであろう，上記の

Company's Supercargoは，シナその他の外地にあって会社の業務壱行なうか

たわら，または会社とは別個に，対インド貿易を私的にいとなむ特権を許与し

てほしい， との要求寺会社側に提出するのである。 1786年，当時新任の Com-

pany's Supcrcargoであった Lanceとし、う者は， Select Committeeへの自分

の昇進が短期間で終ったのに対する言わば埋め合わせとして，私的商活動を認

めてもらいたい，と要求した。まわ翌〈る 1787年には， Company's Super 

cargoであった Lance と目白hughの2人は，マニヲへおもむきその地にと

どまって自分たちの計算においてイ Y ドとのスベイ Y貨物貿易に従事したいが

許可ありたし、， ι会社側へ願い出た。 そして， これが許可されたと見えて，

Lane， Lance， Fitzhu悼 の 3名は一個の私的な組合を設立している句。

この種の Company'sSupercargoは， 彼等の私的営業から得られる売上金

を土着商人に高利で貸付ける一方では， 広東にあった東イ Y ド会社の財務部

(Company's Treasury)に払いこみ，その代りに，ロ Yドyあて為替手形を振り

出した。彼等IL次に，その巨大な財力にものをいわせて東イ Y ド会社の広東

投資に参加し，会社に対して一つの勢力壱もつことになった。かくて，会社と

しては，彼等のこうした私的営業の範囲を制限したいにも拘らず，資金的援助

壱うけるという弱し、立場から， 一概に強い態度でのぞむことが出来ず， 彼 等

Supercargoの権限を漸次拡大させる結果にみちびいたの。

このような supercargoは，言うまでもなく. 0イ) 貨物と共に乗船していな

い，陸上に庖舗をもっている. (1ロ) 荷主の代理人でない，自分の計算において

私的営業をじている，という諸点において.su percargo本来の性格から明らか

に逸脱している。

(ii) 定期船会社甲が船舶所有者乙から傭船したA丸を自社経営の定期航海

2) 3) 4) Greenberg. M.: Bntish Trade酬 dtke Op四隅g 01 Ch隅 a.1800-42， (Studies in 
Economic History)， Cambridge， 1951， pp. 18-21 
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に就業させる場合，甲は当該航路の事情に通暁している自社々員を傭船A丸に

搭乗せしめ事にあたらしめることがある。傭船契約で前もってそのように取り

きめられるのである。 こうした場合， 傭船A九に乗りこむ甲の社員は super-

cargoと呼ばれる。

「時として，傭船者は，傭船期間中の任意のとき，任意の期間，傭船者

の費用において，熟練した自社々員を ι，SUpeTcargo " として乗船させる

権利を留保するととがある。との場合，船舶所有者は，傭船契約にしたが

って，この supercargoの乗船中の居住設備その他を無償で提供し， また，

彼に食事の世話壱する義務を負う。定期船会社としては，不定期船を傭船

しこれを自社の定期杭路に就役せしめようとしづ場合には， ミランミを知

っており寄港地の諸事情に通じている社員を当該傭船舶に搭乗させる必要

を痛感するものである。J"

ここで言わゆる supercargoも， (イ) 船会社の単なる従業員である，(1ロ) 荷主

の代理人として貨物の管理・処理を任せられていない，という点において，固

有の意味の supercargo とは本質を異にしている。他社の船に乗りこんで荷物

の世話をするとL寸単なる形式に着目して“supercargo'，と呼ばれるのであろ

うが，相当拡大された用語例といわねばならない。

(iii) アメリカの商船では，現佐，諸種の書類の整理，積荷の船内管理なら

びに受け渡しに従事する無免許乗組員を supercargoと呼ぶことがある。 しか

し，単に船内で積荷の管理をする点では supercargoに似ているとしても，荷

主の代理人でな〈て船主(船会社)に雇傭されている乗組員にすぎない点にお

いて，とれは，呼称の如何に拘らず，固有の意味の supercargo とは著しく本

質や異にする存在である。

「アメリカ商船では， 船内にあって諸種書類の整理， 通信事務， 金銭

出納， 貯蔵品名簿， 乗組員名簿， 等々の事務に従事する無免許乗組員は
/ 

supercargoと呼ばれるo この supercargoは，船積される貨物を受けとっ

5) Hopkins， F. N.: B山間e.5S and Law 10'1' the Shi少maste'l'， Glasgow， 1961. pp. 378-79 
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て積荷目録と照合点検する。また，船内の 1等航海土，陸上の主席荷役人，

両者の立ち会い協力のもとに，貨物の積付け状態を検査し，揚地において

は貨物が適当に陸揚げされたか否かに注意を怠らない。腐敗しやすい貨物

については， 積付けに先き立って fの条件壱調べ， もし好ましくない

状態が発見されたときには， その旨を 1等航海士に通告する。 こうした

supercargoは，別名， frcight c1erkとも呼ばれる。J"

E 総括

海上貿易で商人またはぞの代理人が貨物と其lご乗船して荷物の管理にあたる

Eいうのは，古代から中世壱経て近世にいたる極めて長い年月の歴史をもった

商慣習であるが，この場合商人または代理人は古くは“ passenger"た乗衆ミ，近

くは "merchant"と商人ミと呼ばれたが，近世に入って，航海距離の伸びゆく

に拘らず通信機構・貿易機構がこれに伴なわない段階に即してこの慣行の一段

に著しい盛行を見るにし、たって， “supercargo "ミ上乗ミなる， そのものずば

りとも言うべき固有の呼称号生むにし、たった。従来の長年月にわたって使用さ

れた甚だ紛らしい用語に代って，その性格を体現する呼称が出てきたのである砂

これは， ヨーロヅバ水域ではほぼ第 17世紀末葉， 日本水域では徳川[初/中期

のことである。ただし，間もなく産業革命が訪れて蒸汽船時代に入り海底電信

網が普及するようになると，通信・突通機構が整備し船荷証券制度の確立を見

るに及んで，この supercargo(上乗)の慣行も存在理由を失ない，急速に，そ

の姿を消1ことになる。現今，“ supercargo"と呼ばれるものが時おり見かけ

られはするが，いずれも，この用語の派生的または拡張的準用であって，その

本質をまともに伝えるものでない。

ただ supercargoの発展・消滅過程で若干注目すべきは東インド会社の、ン

ナ貿易におけ Q Company's Supercargoであろう。 ただし， これもその本質

をかなり逸脱した形態であって用語の派生的準用のきらいなしとしない。なお，

6) Rene de Kerchove: Inte1n17tional Marztime 印刷四ary，New York， 1948. p. 745 
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本稿では筆者の調査不十分のゆえに発表がさしひかえられたが，同じく super-

.cargoの消滅過程で荷主〈商人)が， 自分が貨物とともに乗船する代りに， 船

主(船会社)の使用人である船長に積荷の管理・処理の一切を一任するという

“captain-supercargo "の慣行があったことを指摘しておきたい。

これを要するに， "supercargo" なる固有の用語が生まれそれが本来の意味

に用いられたのは，第 17世紀後半から第 19世紀中葉へかけての僅々 200年聞

にすぎなし これはその慣行が古代から中世・近世へかけての 2，000年以上の

長きに及んだのに対比して，全く感なきを得ない。ちなみに，或る慣行がそれ

に相即する呼称をもっにいたるのは，その慣行がきわだって盛んにな円，はっ

きり他と区別される段階に及んだと宮においてであって，“ supercargo"の場

合，近世海上貿易の盛期がこれに当たっている。

(昭和42年 7Jl4日)

(追記) 本稿執筆にあたフては，松本一郎氏(海事交通文化研究所)， 国領英雄氏

(日本海運集会所〕から資料上の便宜をうけた。記して感謝の意を表する。


